
第８２号議案 

 

 

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法

律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 
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中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 

次に掲げる条例の規定中「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自

立の支援に関する法律」を「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した

中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改め、「第１４条」を

削る。 

（１）町田市生活資金貸付条例（昭和３４年１０月町田市条例第１５号）第１条 

（２）町田市営住宅条例（平成９年１２月町田市条例第４３号）第６条第２項第６号 

（３）町田市保育運営費徴収条例（平成１４年１２月町田市条例第５３号）別表Ａの

項 

附 則 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の町田市生活資金貸付条例、町田市営住

宅条例及び町田市保育運営費徴収条例の規定は、平成２６年１０月１日から適用する。 

 



＿部分は改正部分 

町田市生活資金貸付条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、町田市民で生活保護法

（昭和２５年法律第１４４号）による保護を

受けている者及びこれに準ずる一般生活困

窮者並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及

び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第３０号）の規定による支援給付

を受けている者に対し、予算の範囲内におい

て、生計を立てるために必要な補助的生活資

金の貸付を行うことを目的とする。 

第１条 この条例は、町田市民で生活保護法

（昭和２５年法律第１４４号）による保護を

受けている者及びこれに準ずる一般生活困

窮者並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進及び永住帰国後の自立の支援に関する

法律（平成６年法律第３０号）第１４条の規

定による支援給付を受けている者に対し、予

算の範囲内において、生計を立てるために必

要な補助的生活資金の貸付を行うことを目

的とする。 
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＿部分は改正部分 

町田市営住宅条例新旧対照表 

改正後 改正前 

（使用者の資格） （使用者の資格） 

第６条 略 第６条 略 

２ 前項第２号の規定にかかわらず、次の各号

のいずれかに該当する者にあっては、現に同

居し、又は同居しようとする親族があること

を要しない。ただし、身体上又は精神上著し

い障がいがあるために常時の介護を必要と

し、かつ、居宅においてこれを受けることが

できず、又は受けることが困難であると認め

られる者を除く。 

２ 前項第２号の規定にかかわらず、次の各号

のいずれかに該当する者にあっては、現に同

居し、又は同居しようとする親族があること

を要しない。ただし、身体上又は精神上著し

い障がいがあるために常時の介護を必要と

し、かつ、居宅においてこれを受けることが

できず、又は受けることが困難であると認め

られる者を除く。 

（１）～（５） 略 （１）～（５） 略 

（６） 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

並びに永住帰国した中国残留邦人等及び

特定配偶者の自立の支援に関する法律（平

成６年法律第３０号）の規定による支援給

付を受けている者 

（６） 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進

及び永住帰国後の自立の支援に関する法

律（平成６年法律第３０号）第１４条の規

定による支援給付を受けている者 

３・４ 略 ３・４ 略 
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＿部分は改正部分 

町田市保育運営費徴収条例新旧対照表 

改正後 改正前 

別表（第３条関係） 別表（第３条関係） 

徴収基準額表 徴収基準額表 

（月額）単位：円 （月額）単位：円

各月初日の入所児

童の属する世帯の

階層区分 

徴収金基準額（児童単

位） 

３歳未満児 ３歳以上

児 

階

層

区

分 

定義 １

人 

２

人 

３

人

以

上 

１

人

２

人

３

人

以

上

A 生活保護法（昭

和２５年法律

第１４４号）に

よる被保護世

帯及び中国残

留邦人等の円

滑な帰国の促

進並びに永住

帰国した中国

残留邦人等及

び特定配偶者

の自立の支援

に関する法律

（平成６年法

律第３０号）の

規定による支

援給付を受け

ている者が属

する世帯 

０ ０ ０ ０ ０ ０

略 略 略 略 略 略 略 略
 

各月初日の入所児

童の属する世帯の

階層区分 

徴収金基準額（児童単

位） 

３歳未満児 ３歳以上

児 

階

層

区

分

定義 １

人

２

人 

３

人

以

上 

１

人 

２

人

３

人

以

上

A 生活保護法（昭

和２５年法律

第１４４号）に

よる被保護世

帯及び中国残

留邦人等の円

滑な帰国の促

進及び永住帰

国後の自立の

支援に関する

法律（平成６年

法律第３０号）

第１４条の規

定による支援

給付を受けて

いる者が属す

る世帯 

 

 

０ ０ ０ ０ ０ ０

略 略 略 略 略 略 略 略

備考 略 備考 略 
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